
共
同
法
人
会
員
に
係
る
少
年
・
刑
事
財
政
基
金
の
た
め
の
特
別
会
費
徴
収
の
件 （

令
和
三
年
六
月
十
一
日
定
期
総
会
決
議
） 

 
 

  

改
正 

令
和 

三
年
一
二
月 

三
日 

 

１ 

特
別
会
費
の
徴
収
及
び
使
途 

 
 

少
年
・
刑
事
財
政
基
金
の
た
め
の
特
別
会
費
徴
収
の
件
（
平
成
二
十
年
十
二
月
五
日
臨
時
総
会
決
議
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設
置

さ
れ
た
少
年
・
刑
事
財
政
基
金
の
資
金
に
あ
て
る
た
め
、
共
同
法
人
会
員
よ
り
特
別
会
費
を
徴
収
す
る
。 

２ 

特
別
会
費
の
額 

 
 
 
 

月
額
千
三
百
円
に
、
毎
年
一
月
一
日
（
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
（
以
下
「
共
同
法
人
」
と
い
う
。
）
の
成
立
の
年

に
あ
っ
て
は
成
立
の
日
、
種
類
の
変
更
の
年
に
あ
っ
て
は
種
類
の
変
更
の
日
、
合
併
の
年
に
あ
っ
て
は
合
併
の
日
）
に
お
け
る
当
該
共

同
法
人
の
弁
護
士
で
あ
る
社
員
の
人
数
が
、
一
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
二
割
、
二
人
以
上
十
人
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
五
割
、
十
一

人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
十
割
を
、
そ
れ
ぞ
れ
乗
じ
て
得
た
額
を
、
毎
年
四
月
（
共
同
法
人
の
成
立
の
年
に
あ
っ
て
は
成
立
の
日
の

属
す
る
月
、
種
類
の
変
更
の
年
に
あ
っ
て
は
種
類
の
変
更
の
日
の
属
す
る
月
、
合
併
の
年
に
あ
っ
て
は
合
併
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
）

か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
間
の
本
特
別
会
費
の
額
と
す
る
。 

３ 

徴
収
対
象
会
員 

 
 
 
 

共
同
法
人
会
員
と
す
る
。 

４ 

徴
収
期
間 

 
 
 
 

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
か
ら
令
和
七
年
六
月
ま
で
と
す
る
。 

５ 

そ
の
他 

 
 
 
 

第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
他
、
本
特
別
会
費
に
関
し
必
要
な
事
項
は
別
に
会
規
又
は
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

  

附 

則 

 

こ
の
決
議
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 
 

（
令
和
四
年
政
令
第
四
一
号
で
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
） 

 
 

 

附 

則
（
令
和
三
年
一
二
月
三
日
改
正
） 

 

第
二
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
十
二
月
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 


